
事業群評価調書（令和６年度実施）

1-1 黒川　恵司郎
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① 743,027

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 91.0% 91.5% 92.0% 92.5% 93.0%
93.0%
(R7)

実績値② 88.6%
(H28-30平均)

98.0% 97.9% 95.8% 進捗状況

達成率
②／①

107% 106% 104% 順調

R4実績

R5実績

R6計画

264,912 140,546 298,467 【活動指標】 91.0 88.1 96%

298,451 116,505 298,701 91.0 72.1 79%

296,199 146,398 303,459 91.0

【成果指標】 91.5 97.9 106%

92.0 95.8 104%

○ ― ― 92.5

2,634 1,318 1,530 【活動指標】 95.0 100.0 105%

4,205 2,103 1,531 95.0 100.0 105%

【成果指標】 75.0 70.0 93%

75.0 81.3 108%

○ ― ―

施 策 名 キャリア教育の推進と企業を支える人材の育成・確保 事 業 群 関 係 課 （ 室 ）

事 業 群 名 企業を支える人材育成

基 本 戦 略 名 若者の県内定着、地域で活躍する人材の育成を図る 事業群主管所属・課(室)長名 産業労働部　雇用労働政策課

令 和 ５ 年 度 事 業 費 （ 千 円 ） 　※下記「２．令和５年度取組実績」の事業費（R5実績）の合計額

１．計画等概要

（長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025　本文） （取組項目）

企業における人材育成の取組は、生産性向上のみならず、人材の確保及び定着にも寄与するものです。
社会人等を対象とした実践的な専門人材の育成や、県内産業で活用できる技術者・技能者を高等技術専
門校で養成します。

ⅰ）新たな基幹産業分野等における専門人材育成
ⅱ）多くの新規高卒者が入校している高等技術専門校の普通課程修了生の県内就職促進
ⅲ）産学官が連携した人材育成の推進
ⅳ）技術者・技能者の教育訓練システムへの支援

　　　　　　　　　　指　標 （進捗状況の分析）

高等技術専門校の普通課程修了生の県内就
職率

高等技術専門校においては、指導員による就職先の確保・新規獲得に
向けた県内企業の訪問のほか、訓練生のインターンシップ、県内企業等と
連携した訓練の実施など、地道な取組をしっかりと継続するとともに、就職
時の待遇面の改善について県内企業に積極的に働きかけるなど、訓練生
の就職環境の向上に努めた結果、就職率及び県内就職率については高
水準を維持し、目標値を達成することができた。

事
業
群

事業期間

事務事業名

所管課(室)名

高等技術専門校運営事
業

H13-

○

雇用労働政策課

1

取組
項目
ⅰ
ⅱ

高等技術専門校の修
了 生 の県 内就 職率
（％）

令和５年度事業の成果等

２．令和５年度取組実績（令和６年度新規・補正事業は参考記載）

事
業
番
号

取
組
項
目

中
核
事
業

2
取組
項目
ⅰ

特別職業訓練費（委託
訓練）

●事業内容
　民間教育機関へ障害者訓練を委託するもの。
●実施状況

民間教育機関において、障害者の能力、適性に対応した職業
訓練を実施し、迅速かつ効果的に障害者の雇用の推進を図っ
た。

●事業の成果
・委託により障害者に対して職業訓練を行い、雇
用の推進を図った結果、16人が入校し、全員が
修了、そのうち13人が就職した.。

入校者の修了率（％）

職業能力開発促進法第15条の7第3
項(R5終了)S62-R5

修了者の就職率（％）
雇用労働政策課 障害者

事業費　(単位:千円）

うち
一般財源

人件費
(参考)

事業実施の根拠法令等

法令による
事業実施の
義務付け

県の裁量
の余地が
ない事業

他の評価
対象事業

(公共、研究等)

職業能力開発促進法第15条の6第1
項第1号

事業概要

令和５年度事業内容及び実施状況
（令和６年度新規・補正事業は事業内容）

事業対象

●事業内容
長崎高等技術専門校、佐世保高等技術専門校の管理・運営を

行うもの。
●実施状況

法令に規定する普通職業訓練（普通課程及び短期課程）を
行った。

就職希望者（主に新規高卒者）

指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

主な指標

達成率

R4目標

R5目標

R6目標

R5実績

高等技術専門校の入
校率（％）

●事業の成果
・県内企業ニーズに応じた若手技能・技術者を
育成、供給を図り、ものづくり人材として県内中
小企業へ164人（普通課程160・短期課程4）が就
職した。
●事業群の目標達成への寄与
・本事業の実施は事業群の指標実績値の上昇
に着実に寄与している。

R4実績



21,026 10,514 0 【活動指標】 数値目標なし 40 ―

27,191 13,596 0 数値目標なし 35 ―

31,455 15,728 0 数値目標なし

【成果指標】 数値目標なし 27 ―

数値目標なし 30 ―

○ ○ ― 数値目標なし

397,893 34 7,653 【活動指標】 90.0 76.3 84%

345,045 808 7,659 90.0 68.8 76%

589,140 282 7,781 90.0

【成果指標】 80.0 76.1 95%

80.0 77.1 96%

○ ― ― 80.0

238 238 0 【活動指標】 1 1 100%

45 45 2,297 1 0 0%

767 767 2,334 1

【成果指標】 1 1 100%

1 0 0%

― ― ― 1

53,873 29,624 3,827 【活動指標】 1,278 1,260 98%

53,192 28,945 3,829 2,300 1,125 48%

56,051 29,017 3,890 2,400

【成果指標】 970 771 79%

970 680 70%

○ ― ― 970

13,524 6,788 1,530 【活動指標】 595 559 93%

12,761 6,524 1,531 595 531 89%

18,646 9,352 1,556 514

【成果指標】 559 537 96%

531 484 91%

○ ○ ― 484

●事業内容
中小企業主等が、雇用する労働者に対し、職業能力の開発や

資質の向上を図るため、事業所内で行う職業訓練に対して補助
するもの。
●実施状況

職業能力の開発及び資質の向上を図るため、事業内職業訓
練を実施する事業者に対し、職業訓練に係る運営費の補助を
行った。

●事業の成果
・事業内職業訓練の実施者に対し助成を行い、
高い技能を有する訓練修了者を増加させ、本県
産業の次代を担う人材育成に寄与した。
●事業群の目標達成への寄与
・雇用の受け皿となる県内企業の従業員の技能
向上のための認定訓練の実施を支援することに
より経営強化が図られ、高等技術専門校の普通
課程修了生の県内企業への就職率の向上に寄
与した。

訓練計画者数（人）

職業能力開発促進法第13条、第24条
S37-

訓練修了者数（人）
雇用労働政策課 県内認定職業訓練校

○ 7

事業内職業訓練推進費
取組
項目
ⅳ

取組
項目
ⅲ
ⅳ

○ 6

技能向上対策費

●事業内容
技能検定の実施、各種技能競技大会の開催・参加及び職業

能力開発協会への運営費を補助するもの。
●実施状況

技能検定の実施、各種技能競技大会への参加、優れた技能
者の表彰などを通じ、労働者の技能向上と社会的地位の向上を
図った。

●事業の成果
・技能労働者の技能向上や社会的地位の向上
を促すとともに、技能について県民の理解を深
め、技能が尊重される社会の実現に寄与した。
●事業群の目標達成への寄与
・県内の若年技能者が技能五輪（技能検定2級
相当）を受検することで技能を習得し、県内企業
の採ニーズを満たすことができ、就職率の向上
に寄与した。

技 能 検定 受検 者数
（人）

職業能力開発促進法第44条～第49
条、第87条等

S54-
技 能 検定 合格 者数
（人）

雇用労働政策課 長崎県職業能力開発協会

取組
項目
ⅰ
ⅱ
ⅲ

○ 5

職業能力開発指導監督
費

●事業内容
職業能力開発促進法第91条により、都道府県職業能力開発

計画、その他の職業能力開発に関する重要事項を調査・審議す
るもの。
●実施状況

県職業能力開発計画の一つである県立高等技術専門校のあ
り方について、産業界や学識経験者で構成される有識者会議を
開催し、協議の進捗状況について、委員に対し書面報告を行っ
た。

●事業の成果
・計画内容の1つである県立高等技術専門校の
あり方検討について、有識者会議において協議
の途中であり、審議会での報告ではなく、協議の
進捗状況について書面にて委員へ報告を行っ
た。
●事業群の目標達成への寄与
・県立高等技術専門校のあり方検討有識者会議
において、県内産業界等の意見やニーズ把握を
行うことにより、高等技術専門校修了生の県内
就職率向上に寄与した。

審 議 会の 開催 回数
（回）

―
S33-

審 議 会の 答申 回数
（回）

雇用労働政策課 審議会委員

取組
項目
ⅰ

4

緊急離職者能力開発事
業費

●事業内容
就職にあたり、職業能力の開発を必要とする求職者のための

訓練を計画し、民間教育機関に委託するもの。
●実施状況

ハローワーク等と連携し、離職者の再就職のための職業訓練
及び就職支援について民間教育機関への委託訓練として実施
した。

●事業の成果
・離職者に対する介護、経理、ＯＡ等の職業訓練
を民間教育訓練施設に委託し、訓練を実施し
た。また、訓練修了後３か月経過するまで、再就
職支援も実施した。

定員に対する充足率
（％）

職業能力開発促進法第15条の7第3
項

H15-
就職率（％）

雇用労働政策課 離職者、障害者

3

特別職業訓練費（訓練
手当）

●事業内容
公共職業安定所長の指示により職業訓練を受けている求職

者に対し、職業に就くための知識・技能の習得を容易にすること
を目的として訓練手当を支給。
●実施状況
　30人に対して訓練手当を支給した。

●事業の成果
・雇用保険の適用を受けない障害者等の受給対
象者への訓練手当の支給を行い、訓練受講を
支援し、求職者の職業能力開発に寄与した。

訓 練 受講 計画 人数
（人）

労働施策の総合的な推進並びに労働
者の雇用の安定及び職業生活の充
実等に関する法律第18条、長崎県訓
練手当規則S41-

訓練受講者数（人）

雇用労働政策課 訓練手当受給対象者



2,095 961 5,358 【活動指標】 18 15 83%

2,137 994 5,362 18 14 77%

5,513 2,664 5,447 18

【成果指標】 96.0 94.0 97%

96.0 95.7 99%

〇 ― ― 96.0

ⅰ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅱ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅲ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅳ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

高等技術専門校における、主に学卒者を対象とした施設内訓練や、企業在職者向けの産業人材育成訓練など、様々な職
業訓練を通じて、県内企業を支える産業人材の輩出に努めているところ。半導体や航空機、海洋、造船・プラントなどの新た
な成長産業分野に関連する県内企業からの求人も多く、引き続き地域のニーズに即した人材育成に取り組む必要がある。

成長産業分野も含め県内企業の声をしっかりと受け止めながら、高等技術専門校と県内企
業の連携・交流の促進や、在職者訓練の計画への反映など、どのような形での人材育成に繋
げられるか、しっかりと見極めながら取り組んでいく。

8

H13-

３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性
新たな基幹産業分野等における専門人材育成

修了者の満足度（％）

取組
項目
ⅰ
ⅳ

雇用労働政策課

在 職 者訓 練の 開催
コース数（コース）

多様な産業人材育成事
業費

職業能力開発促進法第19条

技術者・技能者の教育訓練システムへの支援

在職者向けの訓練について、従来の固定的な訓練内容に止まらず、産業構造の転換を捉えた新たな成長産業分野や、県
内中小企業のニーズに沿った分野の訓練実施に対して支援を進める必要がある。また、若者のものづくりに対する関心が薄
らぐ中、技能・技術の承継、後進の育成を促すための取組について強化する必要がある。

県内産業をけん引する成長産業分野に関連した中小企業における、在職者訓練の強化を
図る。また、技能グランプリや技能五輪などの技能競技大会における壮行会の開催や表彰な
ど、功労者の周知・PRを図ることで、若者への関心を高めていくことを目指す。

●事業内容
　地域の企業の人材育成を支援するために、企業在職者等の
訓練を行うもの。
●実施状況
　高等技術専門校において、資格取得講習会（試験対策講座）
や、溶接、機械、建築などのものづくり分野における技術研修等
について、在職者等を対象とした短期間（主に2日～8日間）の職
業訓練を実施した。

●事業の成果
・在職者67人（修了者）に対して資格取得や新た
な技術習得を進めることにより県内企業の技能・
技術の向上を支援し、ものづくり産業の人材育
成を支援した。なお、企業ニーズに対応するた
め、オーダーメイドコースを設定しているが、希
望がなく実施がなかったため、実施件数は低下
した。

地元中小企業の社員（在職者）

産学官が連携した人材育成の推進

多様な分野の有識者で構成する長崎県立高等技術専門校のあり方検討有識者会議のほか、県内企業をはじめとする関
係機関等の意見を踏まえ、訓練内容の充実等に取り組む必要がある。

有識者会議での意見を踏まえるほか、長崎県の職業能力開発計画を策定し、その進捗管理
を行う長崎県職業能力開発審議会での議論も実施しながら、産業界等の意見を訓練内容の
充実に反映させていく。

多くの新規高卒者が入校している高等技術専門校の普通課程修了生の県内就職促進

令和5年度の高等技術専門校修了生の県内就職率は95.8％と、引き続き各年の目標値及び最終目標値を超える高い水準
で推移している。一方で、令和6年度の入校生については、普通課程176名、入校率は60.7％と、昨年度実績の176名、72.1％
に比べ減少している。少子化や景気などの社会情勢の変化に、就職や入校の状況は大きく影響を受けるところではあるが、
入校生確保については喫緊の課題である。

県内就職促進に向けては、引き続き、企業訪問による県内企業への積極的なインターンシッ
プの推進、訓練生への県内就職の優位性の説明など、年間を通じて県内就職の魅力発信を
早期から訓練生に対して実施していく。入校促進に向けては、学校訪問や説明会、オープン
キャンパスや校解放イベントの実施、SNS等を活用した広報活動に取り組む。また、高等技術
専門校のあり方については、長崎県立高等技術専門校のあり方検討有識者会議での意見を
踏まえ、見直しの方向性を取りまとめ、丁寧に検討を進めていく。



改善
H15-

雇用労働政策課

取組
項目
ⅳ

○ 7

事業内職業訓練推進費

― ⑨

人材不足の社会情勢の中、企業の生産性を上げ、賃金向上等につなげていくため
には、事業主等がその雇用する労働者に対し、職業能力の開発、資質の向上を図る
ことが必要であり、県は訓練を実施している事業主等に対し支援をしている。令和7年
度においては、現在の補助団体のみならず、新たな県内成長産業分野の事業主等へ
当該補助制度の活用を促す。

改善
S37-

雇用労働政策課

取組
項目
ⅰ

注：「２．令和５年度取組実績」に記載している事業のうち、令和５年度終了事業、100%国庫事業など
で県の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、指定管理者制
度導入施設評価対象事業については、記載対象外としています。

【事業構築の視点】

①　視点①　事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、 事業の選択と集中ができているか。
②　視点②　指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための
　　工夫を検討・実施できているか。
③　視点③　人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
④　視点④　政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・
　　協力関係の整理ができているか。
⑤　視点⑤　県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑥　視点⑥　県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑦　視点⑦　戦略的に関係者の行動を引き出せているか。
⑧　視点⑧　国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）する必要はないか。
⑨　視点⑨　経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
⑩　その他の視点
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※令和６年度の新たな取組は「R６新規」等と、見直しがない場合は「―」と記載

　高等技術専門校のあり方について、長崎校及び佐世保校との意
見交換や令和5年度設置の有識者会議において産業界等の意見
を踏まえ、年度内に見直しの方向性を決定する。
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長崎県職業能力開発協会と連携し、技能検定の適正な実施に努める。若年者の技
能離れを防止し、将来のものづくりを担う若年技能者を育成する観点から、技能検定
の受検者数増加を目指し、各種技能士団体、商工関係団体等への制度の概要、受検
に関する情報提供を強化すること等により、技能検定の普及促進を図る。また、各種
技能競技大会への参加、表彰等を通じて県民の技能についての理解を深め、技能労
働者の技能向上や地位の向上を図る。

高等技術専門校の施設･設備を活用した基礎的技能を中心とした訓練を在職者等
に実施するものであり、代替できる施設は無く、必要性や企業ニーズも高い。受講者
の満足度の更なる向上のため、訓練対象を明確にし、受講者のレベルにあった訓練
時間、定員等の設定に引き続き取り組んでいく。
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職業能力開発促進法に基づいて設置された審議会。第11次長崎県職業能力開発
計画（R3～R7）の進捗管理を役割として同計画の目標達成に取り組み、その他の職
業能力開発に関する重要事項の調査審議も実施することとしている。また、第12次長
崎県職業能力開発計画（R8～R12）の策定に向け、令和7年度審議会の準備を行うこ
ととしている。
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緊急離職者能力開発事
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　デジタル分野（旧IT分野）の訓練規模の拡充を行った。
・R5計画：11コース定員164名 → R6：13コース定員176名
・県内事業者と交渉し、長期高度人材育成コースを追加設定
　（プログラマ養成科（12か月コース）定員6名）

⑨

労働局及びハローワークとの緊密な連携のもと、デジタル化の進展や社会が直面し
ている課題の解決など、求職・求人ニーズに沿った公共職業訓練を実施していく。ま
た、訓練受講を1人でも多く、就職に繋げるために、各高等技術専門校とともに、訓練
実施機関による円滑な訓練・就職支援が提供されるよう、的確な指導・助言を行う。


